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本議会は、令和５年度の当初予算をはじめ、多くの重要案

件について、ご審議をお願いするものですが、提案理由の説

明に先立ちまして、私の市政運営に向けての基本方針及び主

要な施策について所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市

民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第でござい

ます。   

私が、市民の皆様からの負託を受け３期目の市政を担わせ

ていただくことになり、早一年が過ぎようとしておりますが、

この一年は、国際的にも市政運営におきましても、先行きの

見通しができない激動の一年であったと感じております。  

まず、初めに、新型コロナウィルス感染症につきましては、

国内で初めて感染が確認されてから丸３年が経過する中、国

の方針では、現在の「２類相当」から季節性インフルエンザ

と同じ「５類」に変更するとの考えが示されました。一方で

いまだ終息の兆しが見えない状況は続いており、今後も国、

県、近隣自治体の動向に注視しながら、速やかな情報提供を

行い、アフターコロナを見据えた新しい取組にも挑戦しつつ、

引き続き、市民の皆様が安心して生活できるよう感染拡大防

止に向けて最善の努力をし、必要な施策を適宜適切に講じて

まいります。  

また、ロシアによるウクライナ侵攻などに伴う、エネルギ
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ーや肥料の価格高騰は、長引くコロナ禍による経済活動の停

滞と相俟って、市民生活や企業活動を直撃するなど、非常に

深刻であると受け止めております。  

一方で、人口減少問題はいよいよ厳しさを増し、平成１８

年合併時に４７，０３６人いた人口は本年１月末現在３５，

４６４人となり、あわせて嘉麻市の少子高齢化もますます深

刻なものとなっています。  

このように困難な状況は山積し、まさに変革の時代の訪れ

を感じていますが、辛抱強く、粘り強く、挑戦を恐れずに、

市民の皆様に身近な市政運営においては誠心誠意、全力で取

り組んでまいります。  

さて、令和５年度の市政運営では、引き続き、私の公約で

あります  

・安定した雇用の創出   

・住みたいまちづくりの推進  

・結婚、出産、子育て支援  

・高齢者が元気で住み続けたいまちづくり  

・人口減少に対応した持続可能なまちづくり  

を課題とし、施策を講じるとともに、第２次総合計画及び第

２期総合戦略を基調に、嘉麻市に住みたい、住み続けたいと

思える、持続可能な魅力あるまちづくりを目指し、市民の皆
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様や議員各位のご意見を賜りながら、市政の運営に邁進する

所存でございます。  

昨年策定した第２次総合計画後期基本計画においては、各

施策分野に、持続可能な開発目標ＳＤＧｓの１７の目標を関

連付けました。「誰一人取り残さない」人権尊重の理念を基礎

に、経済、社会、環境等のあらゆる分野においてＳＤＧｓに

つながっていることを意識しながら、市民の皆様への周知啓

発を含め、積極的に取組を進めてまいります。  

それでは、第２次総合計画の基本方針に基づき、具体的な

課題や取組を申し述べさせていただきます。  

初めに、基本方針１「豊かな暮らしを支える活力あるまち

づくり」に関する取組について申し上げます。  

農業振興におきましては、農村環境が持つ、国土の保全、

水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、多面的

機能を維持・発揮すべく、国、県と連携した多面的機能支払

交付金及び中山間地域等直接支払交付金への取組継続・拡大

を推進します。  

また、地域ごとに農業者や農地所有者等との話し合いの場

を設け、地域が抱える課題の把握、解決に向け、令和５年度

に法定化される人・農地プランに代わる地域計画の作成に取

り組んでまいります。  
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水田収益力強化ビジョンにおいては、国による情報提供等

をふまえ、高収益作物の導入や転換作物の付加価値の向上等

の検討及び支援を実施し、産地強化を図るとともに、担い手

不足の解消策として、就農を希望する若者に向けた窓口開設

を進めてまいります。  

 林業振興におきましては、森林環境譲与税を活用した森林

経営管理制度の取組として、引き続き森林所有者の経営管理

に関する意向調査を行うとともに、管理の委託等を希望する

森林については森林調査を実施し、林業経営の効率化及び森

林管理の適正化の一体的な促進を図り、林業の継続的発展及

び森林の有する多面的機能の発揮を推進します。  

商工業振興におきましては、物価の高騰などの影響により、

地域の経済活動が大変厳しさを増しているなか、市内事業者

への影響を最小限に抑えるため、継続して独自の市内事業者

支援策を検討するとともに、現在、策定作業を行っている第

２次中小企業振興基本計画においては、市内事業者の実態に

即したより具体的な取組を盛込む予定としており、今後も市

内商工団体との連携をより一層強化し、引き続き市内事業者

の支援に取り組みます。  

企業誘致におきましては、雇用の場拡充に向け、新たな企

業誘致の実現と既存企業の規模拡大を促進するための施策を
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展開します。  

喫緊の課題である用地の確保につきましては、民地登録制

度の活用にあわせ、本年度に実施しました工業団地可能性調

査の結果を踏まえ、山野候補地で実現性が高いプランを選定

し事業化決定に向け、最終判断を行うための本格的な調査を

行い工業団地整備に向け具体的に検討してまいります。  

また、雇用促進につきましては、厚生労働省の地域雇用活

性化推進事業を活用して立ち上げました「嘉麻市地域雇用活

性化協議会」を実施主体として、企業及び求職者に対するセ

ミナーや就職相談会などを開催し、市内企業の人材不足解消

と市内での就業機会の確保及び促進を図ってまいります。  

こうした取組により、今後も多様な就業の場の創出を目指

し、市への企業誘致を実現します。  

観光振興におきましては、アウトドアシティ宣言と、第３

次観光振興基本計画に基づき、豊かな時間の過ごし方や暮ら

しを表すデンマークの言葉である Hygge（ヒュッゲ）をコン

セプトとした観光まちづくりに引き続き取り組み、アウトド

アシティ嘉麻の実現を目指します。  

移住・定住促進におきましては、引き続き、地域おこし協

力隊を積極的に活用し、第３期の隊員募集を行います。  

また、移住支援金制度、市独自支援策の住まい応援交付金
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等も含め、移住に向けたＰＲを強化し、一人でも多くの移住・

定住に繋げてまいります。  

次に、基本方針２「誰もが健やかに暮らせる福祉のまちづ

くり」に関する取組について申し上げます。  

生涯にわたるいきいきした健康社会の実現におきまして

は、第２次保健計画後期計画に基づき、市の実態に即した健

康増進のための取組を推進してまいります。市民の健康づく

りへの意識の向上及び主体的な健康づくりを支援するための

事業を充実させるとともに、関係各課及び関係機関と連携し、

自殺対策を生きるための包括的支援として実施するため、第

２次自殺対策計画を策定いたします。  

高齢者福祉の推進におきましては、本市の高齢化率が年々

上昇し、介護保険サービスの需要が高まる中、高齢者福祉計

画及び第８期介護保険事業計画に基づき、高齢者が要介護状

態になっても住み慣れた地域で安心して生活が営めるよう、

介護保険サービスの充実をはじめ、健康づくりの推進、介護

予防の充実、また、認知症対策への取組等、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けて体制の拡充を図ってまいります。  

また、次期高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画で

は、第８期計画の検証を行い、高齢者福祉施策の内容や介護

保険料の設定などについて検討してまいります。  
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とりわけ、介護保険料につきましては、引き続き、関係機

関との連携を取りながら、ケアプランチェック等により介護

給付の適正化を図るとともに、介護保険制度の安定的な運営

を推進し、現行の介護保険料を堅持できるよう進めてまいり

ます。  

子育て支援の充実におきましては、第二期子ども・子育て

支援事業計画を踏まえ、各種事業を計画的に推進するととも

に、ＳＮＳやホームページ、子育てガイドブック等により積

極的に情報発信し、「子どもを産み育てやすい嘉麻市」を目

指します。  

待機児童につきましては、減少傾向にはあるものの、目標

のゼロには至っていないため、国や県の補助事業を活用し、

公立・私立一体となって、引き続き課題解決に取り組んでま

いります。  

また、市独自の取組として、保育料の軽減、障がい児保育

支援事業、将来を担う子どもの誕生を祝う「すくすくかまっ

こ祝金」の支給や、高校生までの医療費全額無料などを継続

して実施します。  

妊娠、出産、子育てに対する切れ目のない支援としまして

は、国が進める伴走型相談支援の実施や産後ケア事業の充実、

乳幼児健診や発達支援の連携等、子育てに関する継続的な支
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援体制の充実を図るとともに、国・県の補助金を活用した「出

産・子育て応援交付金」を支給するなど、子育て世帯の経済

的負担の軽減を図りながら、出産・子育てに対する支援を積

極的に行ってまいります。  

また、児童虐待につきまして、引き続き、母子保健との情

報共有の充実と関係課や児童相談所等、関係機関との連携を

強化し、児童虐待への未然防止と対応を図るとともに、教育

相談や学習等支援室など、教育に関する相談体制を充実する

ことで、母子保健、子育て及び教育の相談等に対する支援事

業の一体的な実施に向け、子育て総合支援センターにおける

切れ目のない、総合的かつ継続的な支援を実施いたします。  

ノーマライゼーションの理念に基づく障がい者福祉の充実

におきましては、第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計

画に基づき、共生社会の実現、また、障がい者及び障がい児

一人ひとりの特性やライフステージに応じた総合的かつ継続

的な支援の充実を図ります。  

また、令和５年度に策定予定である第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画では、国の制度改正や県の施策動向及

び環境の変化を踏まえ、引き続き、障がいのある人や障がい

のある子どもを支援するサービスの充実を図ります。  

次に、基本方針３「ふるさとに誇りを持てる教育・文化の
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まちづくり」に関する取組について申し上げます。  

「第５次教育アクションプラン」に基づき、市の発展に貢

献できる人材を育成するため、就労できる学力や心の育成な

ど７つの主要施策を進めています。  

少人数指導推進事業では、引き続き、市内全小中学校にお

いて、３０人以下の学級編制等を行い、児童生徒一人ひとり

の状況を把握しながら、個別最適な学びを実現することによ

って学力の向上を図ってまいります。  

学力向上強化プロジェクト事業では、毎週土曜日の「土曜

未来塾」を引き続き実施し、児童生徒の基礎的な学力の定着

を図ります。  

小中一貫教育推進事業では、稲築西、稲築東、碓井の３つ

の義務教育学校が、本年４月にいよいよ開校いたします。施

設分離型の嘉穂、山田中学校区も含めて、中学校区を基礎と

する小中一貫教育を行うことにより、「ふるさと嘉麻を胸に

志を持ち社会にはばたく子どもたち」を育成します。  

生涯学習の推進におきましては、これまでの基本的な取組

を柱としながら、市民の多様な生涯学習ニーズに応えるため、

性別や慣習・経歴に捉われない選択的な市民の活動、活躍の

場を提供することが求められています。これらの活動、活躍

の場により、一人ひとりの学びを通した生きがいの創出につ
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なげていくことが重要です。そのため市民が自己を磨き、豊

かな人生を送るために、いつでも、どこでも学習することが

でき、その成果を適切に次世代に活かすことができる生涯学

習の環境整備を市民と共に構築し推進してまいります。  

プロジェクトＫ事業におきましては、コオーディネーショ

ントレーニングについて、市内の保育園・幼稚園・小学校・

中学校にて着実に普及し、その事業展開は、現在、ふれあい・

いきいきサロンや公民館等、草の根的に拡がりを見せていま

す。  

今後も草の根的事業展開で、人材育成はもとより、人と人

を繋ぎ、さらには地域と地域を繋ぎ、地域の活性化を図って

まいります。  

次に、基本方針４「自然と共生する安全・安心なまちづく

り」に関する取組について申し上げます。  

防災・減災対策におきましては、引き続き、コロナ禍にお

ける災害時の避難所対応等を適切に実施するとともに、更新

した防災マップの周知を図り、「自分の身は、自分で守る。」

という意識の醸成を図ります。   

一般国道３２２号嘉麻バイパスの整備におきましては、バ

イパス整備により、移動時間の短縮が図られ、地域間交流や

物流活動の更なる活性化に繋がることが期待されます。  
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現在、大隈・山田間をつなぐ「山田トンネル」をはじめと

した「嘉麻バイパス」区間の整備は着実に進展しており、令

和５年度は、県において、２本目の「大隈トンネル」の整備

工事の着工が予定されております。全線開通は、本市の活性

化に大きく寄与するものと確信しておりますので、今後も本

区間の早期整備に向け、国、県への要望活動を継続するとと

もに、事業が円滑に進むよう関係機関との連携を図ってまい

ります。  

公共交通体系整備事業におきましては、運行形態の変更か

ら４年目を迎えるところでございますが、路線定期運行、デ

マンド運行ともに着実に利用者数を伸ばし、市民の移動手段

として定着しているところです。  

本年度に策定している公共交通施策の新たなマスタープラ

ンとなる地域公共交通計画に基づき、市バスの利用状況等を

踏まえた運行計画の改善はもとより、老朽化している車両の

更新や待合環境の整備等を行いながら、運行の効率化と利便

性向上、利用促進を図り、官民が共存し、将来にわたって公

共交通を維持確保できるよう取り組んでまいります。  

環境にやさしいまちづくりにおきましては、自然環境の保

全に向け、第２次環境基本計画に定めた施策を推進するとと

もに、環境・経済・社会に関する課題の総合的解決を目標に、
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持続可能な嘉麻市の実現に向けＳＤＧｓの達成を目指します。 

また、水資源の保全を目的に、引き続き、合併処理浄化槽

設置を推進しております。汲み取り便槽からの転換について

補助金の拡充を行うことで、更なる促進を図ってまいります。 

次に、基本方針５「市民と行政による協働のまちづくり」

に関する取組について申し上げます。  

人権教育・人権啓発の推進におきましては、様々な人権課

題解決の取組は行政の責務であるとの認識の下、差別のない

人権が尊重されるまちづくりの推進に関する条例及び人権教

育・啓発基本方針に基づき、人権問題の解決に向けた取組を

継続的に進めております。  

しかし、インターネット上では、意図的な差別情報の書き

込みや、特定地域をさらす目的での動画掲載などに加え、身

元調査を前提とした戸籍や住民票の写しの不正取得など、人

権を脅かす事案は、益々、深刻化しています。  

さらには、学校や地域、家庭、職場での偏見や差別、いじ

めや虐待、新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害事案

等、後を絶ちませんが、一方でこれら多くの事案がマスメデ

ィアに取り上げられることによって、社会における人権意識

や人権への関心は高まっています。全ての人権課題の解決に

は、人権施策の普及はもとより、市民の協力を得ることが重
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要です。市民一人ひとりが不確かな情報に惑わされることな

く、様々な人権問題について正しく理解し、誰もが直面しう

る問題として、認識を深めていただくとともに、市では関係

機関と連携し、部落問題をはじめとするあらゆる人権問題の

解決と人権が尊重される「誰一人取り残さない」社会の実現

に向け、今後も「差別のない人権が尊重されるまちづくり」

を目指してまいります。  

男女共同参画の推進におきましては、第３次男女共同参画

社会基本計画及び第２次配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する基本計画に基づき、目標達成に向け総合的

かつ計画的に取組を行っているところです。  

社会の各分野において、依然として性別による役割分担意

識が根強く残っているなど、未だジェンダー平等に対する意

識が十分でない現状において、市では、継続して課題解決に

向けた取組を行うことが重要だと考えております。  

今後も、男女共同参画社会＝ジェンダー平等社会の実現に

向け、計画的な施策の展開を図ってまいります。  

市民参画の推進につきましては、まちづくりにおける市民  

参画や地域コミュニティの果たす役割は、ますます重要なも

のとなっております。  

また、ＳＤＧｓという「持続可能な取組」への概念は必要  
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不可欠となりました。  

特に、平成２０年度から取組を進めている「市民提案型事

業」においては、市民との協働の推進に向け、一人でも多く

の幅広い年代の方々が参加する仕組みとなるよう検討を重ね

るとともに、活動団体の輪がさらに広がるよう細やかな支援

を行い、市民が主体となった活力ある地域づくりの推進を図

ります。  

小さな拠点形成促進事業の推進につきましては、地域づく

りの一環として継続して実施し、これまでに４地域において

地域将来計画策定の取組支援を行ってまいりました。４地域

の運営組織が持続可能な地域へ発展していくために、令和５

年度も、計画等の策定、審議会の開催などをとおして、地域  

の実情に応じた拠点づくりができるよう引き続き支援を行っ  

てまいります。  

旧庁舎跡地の利活用につきましては、本庁、各支所のある

地域が有機的に連携し、発展することを目指し、地域整備基

本計画に基づき、地域の特性を活かした利活用を図ります。  

定住自立圏構想におきましては、定住自立圏形成協定と嘉

飯圏域定住自立圏共生ビジョンに基づき、引き続き、嘉麻市、

飯塚市、桂川町の２市１町がお互いの自主性を尊重しながら、

定住に向けた機能充実や地域の魅力向上の推進をはじめ、圏
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域の住民が安心して暮らし続けられるよう取組を進めてまい

ります。  

昆虫産業都市構想推進事業につきましては、大手企業が昆

虫食産業へ参入を表明するなど、成長分野であることを裏付

ける状況となっております。  

市としましては、九州大学昆虫科学・新産業創生研究セン

ターとの連携協定に基づき、市の遊休施設等を活用すること

により、昆虫に関する研究や実証実験などの環境を提供する

とともに、引き続き九州大学、経済関係団体や市内外の民間

事業者などと協議を重ね、昆虫産業基本構想策定後には、速

やかに産学官民連携による事業推進体制の構築を進めてまい

ります。  

行政のデジタル化の推進につきましては、デジタル庁が設

置されるなど、全国的にデジタル化への取組が進められてい

ます。市においても、デジタル化への対応として、デジタル

戦略課を設置し、デジタル化の更なる推進、住民の利便性向

上、業務効率化、行政サービスの向上等につながる実効性の

あるデジタル推進計画を令和５年度に策定し、行政のデジタ

ル化・オンライン化などを積極的に推進してまいります。  

また、デジタル社会のパスポートであるマイナンバーカー

ドは、国においても積極的に普及促進されております。  
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そして、このカードによって、本人確認が必要な、あらゆ

る公的・民間サービスなど、色々な場面での利活用が考えら

れており、今まで以上にマイナンバーカードの普及が求めら

れます。  

今後につきましても、市民の皆様が安心して、カードの申

請や利用ができるよう、引き続きサポートの充実を図ってい

くとともに、コンビニでの各種証明書の交付をはじめ、マイ

ナンバーカードを持っている方の利便性向上のための環境づ

くりを推進してまいります。  

行財政改革におきましては、現在、第４次行政改革に取り

組んでおりますが、依然として厳しい財政運営を強いられて

いることに変わりはなく、自立した自治体として持続的に発

展するため、人口規模に見合った効率的な行政運営を行って

まいります。  

以上、私の基本的な考え方を申し述べました。  

冒頭にも述べましたが、先行きの見通しができない変革の

時代が訪れようとしています。何事も、一朝一夕にはいきま

せんが、このような時こそ、辛抱強く、粘り強く、挑戦を恐

れずに、あらゆる可能性を探り解決策を見出していかねばな

りません。  

私に課せられた使命を改めて肝に銘じ、誠心誠意、全力を
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尽くして取り組む所存でございますので、市民の皆様、そし

て議員各位のご理解・ご協力を切にお願い申し上げまして、

令和５年度の施政方針とさせていただきます。  


